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○ 地域医療構想は医療法上、医療計画の一部として位置付けられ
ており、本県では平成28年３月に策定。

○ 本県の構想区域は、二次保健医療圏（９圏域）と同様に設定。

１ 地域医療構想について R6.3.29 厚生労働省
「第１回新たな地域医療構想等
に関する検討会」資料１



２ 推進区域及びモデル推進区域の設定について
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【設定の内容】

＜概要＞
○ 「2025年に向けた地域医療構想の進め方について」（令和６年３月28日付け医政発0328第３号厚生労
働省医政局長通知）で、令和６年度からの新たな取組として、病床機能報告上の病床数と必要量の差異等
を踏まえて国が推進区域及びモデル推進区域を設定することが示されたところ。
（地域医療構想で定めている令和７年の必要病床数に近づける取組を強化する区域を設定するもの。）

○ 「地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について」（令和６年７月31日付け医政
発0731第１号厚生労働省医政局長通知）により、国が推進区域及びモデル推進区域を設定し、岩手県では
推進区域として両磐構想区域が設定されたもの。

推進区域 モデル推進区域

全国の設定数 各都道府県１～２か所程度 推進区域のうち、全国14か所

設定の考え方
令和７年の必要病床数との差異が特に
生じている区域等

推進区域のうち、特に国による重点的
な支援の必要性が考えられる区域

取組内容

当該推進区域において設定している機
能別の必要病床数に近づけるための取
組等を定める区域対応方針を令和６年
度中に策定、令和７年度に取組を実施

推進区域の取組に加え、国によるデー
タ分析等の技術的支援及び国庫補助金
の優先的配分等による財政的支援の実
施
（国によるアウトリーチの伴走支援）

岩手県 両磐構想区域 該当なし

設定の理由
岩手県内で急性期病床数が最も過剰で
ある両磐構想区域を設定するもの(※)

―

※ 令和４年度病床機能報告の結果



【参考１】病床機能報告上の病床数及び地域医療構想における2025年の必要病床数
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出典：厚生労働省「地域医療構想構想区域の病床数等」



１ 推進区域及びモデル推進区域の設定について
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１ 推進区域及びモデル推進区域の設定について
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＜病床機能報告の結果の推移＞
○ 両磐構想区域の病床数は、2015年に比べて2025年の必要病床数に近づいているものの、
機能別では、急性期病床数が過剰となっている。

【参考２】病床機能報告の結果の推移

出典：厚生労働省「地域医療構想 構想区域の病床数等」
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（単位：床）両磐構想区域の病床機能報告の結果の推移



8出典：岩手県「岩手県における医療機能ごとの病床の状況（令和5年度）」より作成

（単位：床）2023年度病床機能報告の結果（両磐・2025年見込量）
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【参考３】スケジュール

日 程 内 容

令和６年８月26日 ○ 令和６年度第１回両磐保健医療圏の
地域医療を守る懇談会 開催
推進区域の設定について

12月10日 ○ 令和６年度第１回部会 開催
区域対応方針（素案）について

12月下旬
～１月

○ 令和６年度第２回部会 開催
区域対応方針（修正案）について

令和７年２月４日 ○ 令和６年度第２回両磐保健医療圏の
地域医療を守る懇談会 開催
区域対応方針（案）の協議

令和７年度～
（予定）

○ 区域対応方針にもとづく取組開始
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患者のニーズに応じて高度急性期から、急性期、回復期、慢性期、在宅医療・介護に至るまで一
連のサービスが切れ目なく、また過不足なく提供される体制を確保するため、各構想区域におい
て病床機能の分化と連携を推進し、効率的で質の高い医療提供体制を構築すること。

３ 区域対応方針（案）について

● 地域医療構想調整会議の開催
● 具体的対応方針の策定・見直しに
係る議論

● 病床削減を伴う病床機能再編を行
う医療機関への支援

● 病床機能報告や具体的対応方針に
より、地域医療構想の進捗を確認

● 地域医療構想で定めている2025
年の機能別の必要病床数に対し、両
磐構想区域の急性期病床数が県内で
最も過剰

岩手県地域医療構想により目指すべき将来像

これまでの取組(2016～)

国による推進区域の設定(2024～)

に対して必要量
278床

見込量
690床

限られた医療資源のもと、病床機能の分化と連携を
推進し、効率的で質の高い医療提供体制を構築
→ 病床単位で医療機能を把握し、地域で現状や将
来の医療需要を踏まえた医療機関の役割分担に係
る議論を行う。

● 医療機関に対し、病棟内で最も多くの割合を占める
患者に相当する機能を報告するよう周知

● 病棟内で急性期と回復期が同数の医療機関に対し、
回復期で報告するよう依頼

● 病床減少を伴う病床機能再編に取り組む医療機関に
対し、財政的支援を実施

現行の地域医療構想の取組と並行して、国の検討状況を注
視しながら新たな地域医療構想の策定に向けたデータ収
集、分析等

構想区域の対応方針

必要量との乖離に対する取組

新たな地域医療構想に向けて


